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Ⅰ 見直しの背景及び方向性

（１）見直しの背景

（学校法人会計基準の趣旨）

私立学校は、それぞれの建学の精神に基づく教育研究活動を、将来にわたり

継続的に実施していくことが求められている。このことから、その会計処理に

ついても、利益の追求を主たる目的とする企業等とは異なり、長期的視点から

継続的な運営を可能にすることを前提とした収支の均衡が図られているかどう

かを把握することが求められるという特性を有している。

このような私立学校の特性を踏まえて、私学助成を受ける学校法人が適正な

会計処理を行うための統一的な会計処理の基準として 昭和 年に文部省令に、 46
より学校法人会計基準が制定された。

制定以来 年が経過する中で 学校法人会計基準は 基本金制度等 私立学40 、 、 、

校の財政基盤の安定に資するものとして、また、補助金の配分の基礎となるも

のとして、広く我が国の学校法人の会計実務において定着してきた。

（私立学校を取り巻く環境の変化への対応）

この間、社会・経済状況は大きく変化しており、急速な少子化など私立学校

を取り巻く経営環境の悪化がみられるとともに、世界的に進む会計のグローバ

ル化等による企業会計の改正や、国立大学の法人化とそれに伴う会計基準の制

定及びその後の改正、公益法人や社会福祉法人等の会計基準の逐次改正などが

進められてきた。学校法人会計基準についても、これまで当面必要な改正は行

われてきたが 環境の大きな変化に対応して 公教育を担う 高い公共性と公、 、 、

益性を有する私立学校の会計基準についても、改めて社会によりわかりやす

く説明できる仕組みを充実していくとともに、経営判断に一層資するも

のとすることが求められている 。

（学校法人会計基準の在り方に関する検討）

このことから 平成 20 年 3 月より有識者による 学校法人会計基準の諸課題、 「

に関する検討会」が設置され、学校法人会計基準の特徴と課題等の論点整理を

行い、平成 24 年 3 月に報告書をとりまとめた。

その報告書に示された論点整理を基に 具体的な学校法人会計基準の在り方、

について検討を行うため、本検討会が平成 24 年 8 月に発足し、平成 25 年 1

月 24 日までの８回の会議における議論を踏まえて、ここに報告書をとりま

とめたものである。
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（２）見直しの方向性

○ 私立学校の特性を踏まえ、その財政基盤の安定を図り、私学助成を受け

る学校法人が適正な会計処理を行うための、統一的な会計処理の基準と

しての学校法人会計基準の仕組みは引き続き維持する。

○ 学校法人の作成する計算書類等の内容がより一般にわかりやすく、かつ

的確に学校法人の財政及び経営の状況を把握できるものとなるよう、

以下のように改善・充実を図る。

Ø 社会から一層求められている説明責任を的確に果たすことができる

ものとする。

Ø 学校法人の適切な経営判断に一層資するものとする。

（基本的な考え方）

学校法人会計基準は、私立学校振興助成法に基づき、私学助成を受ける学校

法人が適正な会計処理を行うための統一的な会計処理の基準として制定された

基準であり、この目的は今後も維持すべきである。

一方で、近年の社会・経済状況の変化を踏まえて、社会に対する説明責任が

一層求められるとともに、学校法人が適切な経営判断を行う必要性が増してい

る。

現在、すべての学校法人の財務情報について、私立学校法に基づき、利害関

係者への開示が義務づけられており、ほとんどの大学又は短大を設置する学校

法人が、学校法人会計基準に基づいて作成された計算書類等を用いて、ホーム

ページで財務情報を公開するようになっている。

こうした状況を踏まえると、学校法人会計基準に基づいて作成する計算書類

等の内容がより的確に学校法人の経営状態を把握でき、外部への報告に資する

ものとなるようにすることが重要である。

これらにより私立学校の公益性や信頼性が一層高まり、将来を担う人材を育

成する私立学校が果たす重要な役割に対する社会からの更なる理解や支持につ

ながっていくものと考える。

（私立学校の振興に資する会計基準）

上記の基本的な考え方に基づき、学校法人会計基準を改正するに当たっては、

学校法人の以下のような特性に留意することが重要である。

○ 私立学校については 教育基本法 学校教育法 私立学校法等の法令に、 、 、
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おいて その達成すべき目的・目標が示され その実現のための組織 教、 、 、

育課程や教員資格など備えるべき様々な要件が定められている 私立学校。

は それらを遵守した上で 建学の精神として示される独自の個性ある教、 、

育理念を、世代を超えて受け継ぐことにより、社会の発展に貢献す

る人材を輩出すべく存在するものである。

このような特質を有する私立学校を設置するために設立される学校法

人 私立学校法第三条 は 例えば 営利を目的に設立され 経済情勢に（ ） 、 、 、

即して事業の改廃等を迅速に行うことが求められる企業とは、そもそも

法人の設置の目的や置かれる条件が大きく異なっている面がある。

これらの特性を踏まえて 学校法人として最適な仕組みを整えることが、

重要である。

○ 私立学校は 人格の完成を目指し て 教育基本法第一条 学校教育を、「 」 （ ）

提供することを本質としており、それは一人一人の生涯の中で、かけがえ

のない時期に行われ、その後の人生の有様に大きな影響を与えるものであ

る。このような事業は、その及ぼす影響力の大きさや やり直し に困難“ ”

を伴うことから、法人の内外からの適切な関与により適切かつ確実な実施

が担保される仕組みとする必要がある。

○ 基本的に学校法人の収入は、前年度に一定期間分が前納される学費、年

度途中の決まった時期に納められる残りの学費、分割して支払われる私学

助成など、一定の決まった時期に決まった方法により得られた後に、私立

学校の教育研究活動に費消される仕組みとなっている。このため、キャッ

シュ・フローを基礎にする会計の動きと、学校として学年に沿った事業の

実施を支える学事暦の動きに外れが生じるなどの現象があることから、こ

れらを円滑かつ整合的に処理することが必要である。

○ 私立学校は、建学の精神に基づく人材育成を第一義とし、その実現のた

めに必要な学部等の諸組織を置いて教育研究活動を展開する。その際、例

えば在学生等は、私立学校が提供する教育を通じて、その建学の精神を体

現する人材となることを目指すとともに、自らの人格形成の基礎となった

前世代から受け継いだ精神を、大切に次世代に引き継ぐことが期待されて

いる。すなわち、単に在学期間中に特定の学部等の教育を受けるだけの客

体にとどまるものではなく、学園全体の伝統を形成する一員として位置づ

けられる。

このような特質に則した仕組みを整える必要がある。

これらを踏まえた具体的な改正内容について、以下 に詳述する。Ⅱ
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Ⅱ 改正内容

Ⅱ－１ 基本金

○ 基本金制度を維持する。

○ 第２号基本金について、対応する特定資産を明確化する。

○ 第３号基本金について、対応する運用収入を明確化する。

○ 第４号基本金について 対応する運用資産を保有することとする 年度末、 。

時点で対応する運用資産の保有が確認できない場合は その旨と対応策の、

注記を求める。

（基本金制度）

公教育を担う学校法人として、それぞれの建学の精神に基づく各学校法人の

継続的な運営を可能にする観点から、校地・校舎等学校法人が諸活動を実施す

る上で必要な資産を自己資金で維持するための制度として、基本金制度が設け

られている。

基本金制度は、現在でも、学校法人の健全性が維持されているかどうかを判

断するための有効な仕組みであるため、更なる明解性を確保しつつ基本的な考

え方を維持すべきである。

（第２号基本金に対応する特定資産の計上）

第２号基本金は、将来、第１号基本金の対象資産の取得に充てるための金銭

その他の資産に相当する金額を、理事会で固定資産の取得計画及び基本金の組

入れ計画を決議した上で組み入れるものであり、対応する資産を施設設備引当

特定資産等の名称で資産計上している。

一方で、第２号基本金には組み入れないものの、将来の施設設備の取得のた

めの準備資金であることを、計算書類上明確にするために、施設設備引当特定

資産として計上している法人もある。

いずれも将来の施設設備の取得のためという目的は共通であるが、具体的な

計画があり、理事会で決議した基本金組入計画に基づいて組み入れた基本金に

対応する特定資産と、基本金組入れ計画を理事会で決議できるほど具体的にな

っていない等のため、基本金に組み入れられずに将来の施設整備に備える特定
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資産とでは、資産の性質が異なることから、それぞれの資産の規模を明らかに

する必要がある。このため、それぞれの対象資産を「第２号基本金引当特定資

産」と「施設設備引当特定資産」に分けて計上すべきである。

（第３号基本金の運用収入の明確化）

第３号基本金は、基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の

資産の額であり、理事会で決定した計画に基づき、基金の運用収入を奨学金や

国際交流などの一定の目的に沿った活動に使用するものである。

この基金と運用収入の関係を明確にするという観点から、資金収支計算書の

「資産運用収入」の小科目である「奨学基金運用収入」の取扱いについて検討

する必要がある 奨学基金運用収入 のみでは奨学金支給目的の基金の運用収。「 」

入に限定されてしまうため、第３号基本金の運用収入の合計額が明確になるよ

う 「第３号基本金運用収入」に変更すべきである。、

（第４号基本金に対応する運用資産の保有）

第４号基本金とは、恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定め

る額に相当する金額を基本金に計上するものである。

他の第１号から第３号までの基本金については、それぞれ第１号基本金が、

校地校舎等の固定資産の取得価額、第２号基本金が、将来の第１号基本金対象

資産取得を目的とした積立て、第３号基本金が目的を持った運用基金のように、

将来にわたり教育研究を継続するために必要な具体的な資産がまずあり、その

資産の金額を対象に基本金に組み入れている。このことと比較すると、第４号

基本金は、具体的な資産ではなく一定の資金の計算額を対象にしているという

意味で、異質ではないかとの意見もあった。

しかし、今の私立学校を取り巻く厳しい経営環境を考えると、将来の不測の

事態に備えて学校法人が一定の資金を保有しておくべきという考え方を学校法

人会計基準においても維持していくことは重要であるため、今後も第４号基本

金を維持すべきである。

このような第４号基本金の性質を踏まえると、本来は同額の資金を保有すべ

きであることから、少なくとも対応する運用資産（現金預金又は有価証券）が

保有されているかを確認すべきである。その際、必ずしも期中を通じて持ち続

ける必要はなく、期末に保有が確認できればよいものとすべきである。

また、経営状況が極めて悪化し、期末時点で第４号基本金に対応する運用資

産が保有できない状況に陥っている場合には、法人の継続性に関する重要な情

報として、その旨と対応策を計算書類の注記事項として記載することを義務づ

。（ （ ）「 」 。）けるべきある Ⅱ－５ ５ 法人の継続性担保の仕組みについて に再掲

なお、第４号基本金の額については、別に大臣裁定において消費収支計算書

から算出することが定められており、今回の改正を踏まえて、算出方法の見直
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しを行う必要がある。

（その他組入計画を明確にする付表）

第２号及び第３号基本金の組入計画表は、理事会で決議した個別の計画単位

で作成されているが、計画が複数ある場合には計画表を合算しないと貸借対照

表の金額と一致しないため、新たに集計表を作成することとすべきである。
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Ⅱ－２ 資金収支計算書

○ 現行の資金収支計算書を今後も維持するとともに 新たに付表として 活、 「

動区分別資金収支表」を作成することとする。

（現行の資金収支計算書について）

、当該年度の活動との関連において資金の流れを整理する資金収支計算書は

補助金の配分の基礎資料として、また学校法人の予算管理のための手法とし

て現在も有用であり、今後も維持すべきである。

補助金の算定上は学部等ごとの人件費支出や教育研究経費支出等を把握す

る必要があるため、引き続き、資金収支計算書の内訳について学部等の単位

で作成する必要がある。

また、学校法人の予算管理上は、各年度の収入及び支出の総額及び内訳を一

覧で見ることができる現行の資金収支計算書の様式は、現在も有用である。

（活動区分別の表示）

他の会計基準の改正では、資金繰り状況の把握の必要性、施設設備の高度化、

資金調達や運用の多様化等、本業の事業活動に含まれない活動も重要となって

きたこと等に伴い、活動区分別の資金の流れを明確にする観点から、キャッシ

ュ・フロー計算書の導入が進んでいる。

学校法人についても、近年の施設設備の高度化、資金調達や運用の多様化な

ど、本業の事業活動以外の活動が増加しているとともに、私立学校を取り巻く

経営環境が悪化する中で、学校法人の財政及び経営の状況への社会的な関心が

高まっている状況にある。さらに、私立学校の特質として、建学の精神に基づ

き形作られている学園の一員である在学生に対し、その精神に基づく教育が提

供され続けていくためにどのように取り組みがなされているのかについて、財

務的な観点からもわかりやすく把握できるようにすることが求められる。

このことから、活動区分別に資金の流れを把握することが重要であるため、

学校法人の特質を勘案した活動区分として 教育研究事業活動 施設等整備、“ ”、“

活動 “財務活動”に区分する「活動区分別資金収支表」を作成するとともに、”、

３つの活動区分ごとにキャッシュ・フローの流れが明確にできるよう、各活動

区分の末尾にそれぞれに対応する調整勘定を置いて、現金預金の流れと一致さ

せることが適当である。
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（資金収支計算書の計算書類体系の充実）

現行の資金収支計算書を維持しつつ、新たに活動区分別の資金の流れを把握

するという課題に対応するため、資金収支計算書の計算書類の体系を以下のよ

うにすべきである。

本表としての資金収支計算書（法人全体）に、付表として、新たに資金収支

計算書を組み替えた③「活動区分別資金収支表」を加えた、以下の３表を作成

すべきである。

① 「資金収支内訳表 （設置学校・学部単位の内訳を示す ）」 。

② 「人件費支出内訳表 （人件費の詳細について、設置学校・学部単位の内」

訳を示す ）。

③ 「活動区分別資金収支表 （法人全体について、活動区分ごとの資金の流」

れを示す ）。

（ Ⅱ－３ 消費収支計算書」における科目変更に伴う修正）「

次ページに示す「Ⅱ－３ 消費収支計算書」において、大科目「資産運用収

入 を 受取利息・配当金 に変更し 資産運用収入 の小科目である 施設」 「 」 、「 」 「

設備利用料収入」を「雑収入」に移行させることに合わせて、資金収支計算書

についても同様に変更すべきである。
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Ⅱ－３ 消費収支計算書

○ 毎年度の収支バランスを判断できるよう 現行の基本金組入れ後の収支差、

額に加えて、基本金組入前の収支差額を表示する。

○ 収支バランスについて、経常的な収支バランスと臨時的な収支バラン

スを区分して把握できるようにする。

○ 「消費支出準備金」等は廃止する。

○ 「消費収支計算書」を「事業活動計算書」に名称変更する。

（長期的な収支均衡）

消費収支計算書の目的は、基本金組入額を控除した収支差額の均衡の状態を

明らかにすることにある。

均衡の状態とは、基本金組入額を控除した上で収支が均衡することである。

このような計算を行うのは、施設設備の取替えや更新の財源を基本的に自前で

調達する必要がある私立学校にとっては、教育研究活動を将来的に継続してい

くために必要な資産を基本金として自己資金で確実に確保できるようにするこ

とが求められるためである。

基本金組入額を控除した収支差額を表示することで、長期的に収支が均衡し

ているかを判断する仕組みは、学校法人の教育研究活動を将来的に継続してい

くことができるかを判断する上で、私立学校を取り巻く経営環境が厳しくなる

中でその重要性がより高まっていると考えられることから、今後も維持すべき

である。

（毎年度の収支均衡）

毎年度の収支差額は基本金組入額の多寡に大きな影響を受けるため、従来、

施設設備の取得に先立ち、適切な第２号基本金組入計画に基づいて計画的な組

入れを行い基本金組入額の平準化を一定程度図る仕組みをもっているところで

あるが、短期的に毎年度の収支バランスの状況を的確に把握する上では十分と

はいえない。

学校法人の経営の状況をより的確に把握する観点から、長期的な収支均衡と

毎年度の収支均衡の両方を表示できるようにすることが重要であり、基本金組
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入れ前の毎年度の収支についても表示すべきである。

このことにより、一層明確になる毎年度の収支状況をもとに、将来の施設設

備の計画的な取得等に備えて必要な基本金組入れ財源が確保できる程度の基本

金組入れ前の収支差額を、安定的に確保できるようにすることが重要である。

（経常的・臨時的収支バランスの区分）

現行の消費収支計算書の収入及び支出は、人件費や経費等に充てることがで

きる収入の全体を把握するため、総額で表記している。

一方で、近年の臨時あるいは教育研究事業外の収支が増加し複雑化している

傾向を踏まえると、その状況をより的確に把握することが重要であるため、区

分経理を導入し 収支差額を 経常的なもの 経常収支の部 と 臨時的な、 “ ”（「 」） “

もの 特別収支の部 とに区分するとともに 経常的な収支を 事業 教”（「 」） 、 “ ”（「

育研究事業収支の部 ）と“事業外 （ 事業外収支の部 ）とに分けて表示すべ」 ”「 」

きである。

なお多額な収入又は支出を計上した場合には、その内容を注記等により明確

に示すべきである。

（消費支出準備金）

「消費支出準備金」は、特定の会計年度の消費支出にあてるために留保する

準備金であり、将来における消費収支の計画的な均衡を図るためのものである。

この収支均衡維持の考え方はなくなるものではないが、多額の収入又は支出

を計上した場合には、その内容が注記等により明確にされること、消費収支計

算書を事業活動区分（教育研究事業、事業外、特別）ごとに収支の状況を表示

することになること、実務上「消費支出準備金」を利用している法人が極めて

少ないこと等、今回の改正で計算書類等の内容を一般にわかりやすく、かつ的

確なものとすることとしていることから 消費支出準備金 は廃止すべきであ、「 」

る これに伴い 消費支出準備金繰入額 消費支出準備金取崩額 も廃止すべ。 「 」「 」

きである。

（名称について）

消費収支計算書 の名称は 資金収支計算書 の名称との違いがわかりに「 」 、「 」

くいことが指摘されていた。

“ ” 、“ ”資金収支計算書 は現金預金の流れを表すのに対して 消費収支計算書

は現金預金ではなく純資産の増減という形で学校法人の事業活動の成果を現す

ことが本来の趣旨であることを踏まえて 消費収支計算書 は 事業活動計算、「 」 「

書」に名称変更すべきである。
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Ⅱ－４ 貸借対照表

○ 固定資産の中科目として新たに「特定資産」を設ける。

○ 「基本金の部」と「消費収支差額の部」を合わせて「純資産の部」とする。

○ 第２号基本金に対応する資産として 「第２号基本金引当特定資産」を表、

示する （再掲。Ⅱ－１ 基本金参照 ）。 。

○ 「消費支出準備金」は廃止する（再掲。Ⅱ－３ 消費収支計算書参照 ）。

（現行の貸借対照表について）

現行の貸借対照表について、その構造は引き続き維持するが、学校法人の財

政状態をよりわかりやすく表示するという観点から、表示区分や科目について

変更を行うべきである。

（特定資産の区分の設定）

現行の貸借対照表の「固定資産」は、中科目として「有形固定資産」及び

「その他の固定資産」の２つに分類されているが 「その他の固定資産」は、、

「その他」にひとくくりにするには固定資産全体に占める割合が大きいために、

資産の構成内容の把握がしにくくなっている。一方で、その多くを引当特定資

産が占めることから、区分を設けることにより、わかりやすくなると考えられ

る。このため、新たに中科目として「特定資産」を設けるべきである。

（純資産の部の設定）

現行の貸借対照表の調達源泉側は 負債の部 基本金の部 消費収支差、「 」、「 」、「

額の部」の３つに分けられているが、調達源泉を明確にする観点から、大きく

“外部資金”及び“自己資金”に分けて表示することが望ましい。

このことから 外部資金 については 借入金等外部から資金を調達したも、“ ” 、

のであることから 負債の部 と表示すべきである また 自己資金 につい「 」 。 、“ ”

ては、他の会計基準における一般的な表現である「純資産の部」として表示す

るとともに、明解性の観点からその内訳について、従来どおり長期的な収支均

衡を表すものとしての基本金と基本金組入後の収支差額を明らかにするため、

「基本金」と「収支差額」に分けて表示すべきである。
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（その他表示の明瞭性の向上）

、 」、 」、 、例えば 「有価証券 「学校債 「未払金」のように、流動資産と固定資産

流動負債と固定負債に同じ名称の科目が表示される場合にも区別ができるよう

にするため、長期又は短期などの文言を付すなど必要な表示上の工夫をすべき

である。
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Ⅱ－５ その他の論点

（１）減損会計について

○ 使えなくなった施設等について、有姿除却等の考え方を導入する。

○ 減損会計の考え方は導入しない。

（有姿除却）

学校法人の施設等が大きく損傷し回復の可能性が著しく少ないなど 使えな、“

くなった”場合の処理基準が明確ではなかったことから、資産を廃棄しなくて

も使えなくなった時点で処分見込額を残して帳簿上から除く、いわゆる有姿除

却等の考え方を導入することとし、実際に資産は残っていても帳簿上から除き、

再取得を予定しない場合には基本金も取り崩すことになることを明確にすべき

である。

一方、学校法人として将来計画の見直し等により資産を使用する予定がなく

なった 継続的に保持しない 場合は 基本金の取崩しの対象となるが 使え（ ） 、 、“

なくなった”わけではなく、将来的に別の用途等に活用できる場合も想定され

ることから、資産としてはそのままの金額を維持すべきである。

（減損会計）

学校法人の有形固定資産の保有目的は、学校法人の教育研究活動を将来的に

継続していくためであり、本来的に売買を目的とするものではない。学校法人

の特性を踏まえると、企業のように、毎年度、有形固定資産を時価評価し、貸

借対照表価額を修正する必要性は薄いと考えられるため、企業会計で行われる

ような減損会計の考え方は導入しない。

（２）金融商品会計について

○ 金融商品の時価情報の注記を商品別・保有目的別に充実する。

○ 評価基準は取得原価主義を継続し 著しく評価額が下落した場合に評価替、

えを行う。
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（時価情報の注記）

これまでも学校法人の保有する金融資産の多様化に対応し、資産の状況を的

確に把握するため 平成 17年度の改正において 保有する有価証券の総額を満、 、

期保有目的か否かで区分して時価情報を注記として表示する等の改正を行って

きた。

しかし、金融商品の多様化が更に進むとともに、特にリーマンショック以降

の経済状況の大きな変化に伴い、学校法人が置かれている新たな状況に対応す

る必要がある。

このため、学校法人がどのような有価証券を保有しているかをより明確化し、

資産運用のリスクを一層明確に把握しやすくすることが重要である。このこと

から、金融商品の時価情報を、種類別（公共債・社債・株式・仕組債等）かつ

貸借対照表の表示科目別に注記で表示すべきである。

（評価替え）

学校法人の資産運用は売買目的でなく、満期保有目的のものが主であるため、

時価会計を導入せず、注記情報の充実で対応すべきである。このことから、有

価証券の評価は現状の取得原価主義を維持し、その時価が著しく下がり回復の

見込みがない場合についてのみ評価替えをすべきである。

なお、時価の著しい下落や回復の見込みについての具体的な判断基準などの

運用について、より明確に示す必要がある。

（３）退職給付会計について

○ 現行の退職一時金の取扱いについて今後も維持する。

退職一時金については 平成２３年度から退職給与引当金を期末要支給額の 1、

00 ％とすることに統一し、金額的にも退職給付会計の基準で計算したものと比

較しても十分に確保できていることから、現行の取扱いを今後も維持すべきで

ある。

なお、独自の年金制度を持つ法人に関しては、将来の年金支給に備えた運用

資産が維持できているかどうかを判断するための、統一的な取扱いについて検

討する必要がある。
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（４）連結会計について

○ 学校法人間の取引について広く注記する。

○ 連結会計の考え方は導入しない。

法人の経営状況や財政状態についてより透明性を高める観点から、学校法人

間の取引について明らかにすべきとの課題に対応するため、現状の関係当事者

の注記に該当しない場合についても、広く貸付金・債務保証等の学校法人間の

取引について注記すべきである。

なお、学校法人は創設者等の寄附により設立され、創設者等は寄附した財産

に対する権利を持たないという意味で、そもそも株式会社のような持分の概念

がないため、連結会計の考え方はなじまないことから導入しない。

（５）法人の継続性担保の仕組みについて

○ 学校法人の特性を踏まえた継続性を担保するための仕組みを維持する。

○ 第４号基本金の強化（Ⅱ－１ 基本金参照）等の、法人の継続性を担保す

るための仕組みを充実する。

○ 企業等にいう継続法人（事業）の前提の考え方は導入しない。

（法人の継続性判断の在り方）

学校法人が、その設置する私立学校において安定的に教育の提供を継続する

ことが可能であるかどうかは、在学生の教育機会の確保や、建学の精神の世代

を超えた継承の担保を図る上で非常に重要である。

その際、一旦学生を募集し入学させた以上、卒業までの数年にわたり就学機

会を確保する必要があることから、１年間続けることができるかどうかで継続

可能性を判断することは適切ではない。むしろ、このような私立学校の特質に

則した手法により、より確実に長期間にわたり法人の継続性の担保を実現する

ことが求められる。
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（学校法人における継続性の担保の仕組み）

学校法人における継続性の担保については、まず、企業等にはない学校法人

の独自の仕組みとして、従来より採用されている、①設置資産を自己資金で賄

うこと、②それを継続的に維持する仕組みとして基本金制度を設けること、③

主要な収入（授業料）が前受けであること等の仕組みを引き続き尊重し維持す

べきである。

さらに、今回の改正において、④区分経理を導入する等の経常的な収支バラ

ンスの把握を可能にする、⑤第４号基本金に対応する運用資産の保有を確認す

る（期末時点で確認できない場合にはその旨と対応の注記を求める）こととす

る等の体質強化を図ることにより、法人の継続可能性に関する重要な情報を示

すこととしており、これらを通じて継続性を担保する仕組みを更に充実すべき

である。

他方、学校法人については、その特性から、企業等のように１年間で継続可

能性を判断することでは十分ではなく、また、継続性を判断する期間が長くな

ればなるほど具体的な判断指標の設定は困難となるため、企業等にいう継続法

人の前提の考え方は導入しない。

（所轄庁による指導・助言）

上記の仕組みに加え、所轄庁において、精緻化された経営判断指標等に基づ

き、経営上の課題を抱える学校法人に対して的確な指導・助言を行うことが重

要である。
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Ⅲ 今後の進め方

○ 速やかに学校法人会計基準の改正を行った後、２年程度の準備期間を置き、

平成 27 年 4 月から施行する。

○ 知事所轄法人については、１年間の猶予を置き、平成 28 年 4月から実施

する。また、現状の特例の取扱いを維持するとともに 「活動区分別資金、

収支表」の作成を義務づけない。

（施行時期）

今回の報告書に示した改正により、計算書類の様式等が大きく変更されるた

め、システム対応等を含めた実務への影響が大きいことから、施行までに十分

な準備期間を置くべきであり、平成 27 年 4 月から施行することとすべきである。

（知事所轄法人の特例）

知事所轄法人については規模の小さな法人が多数を占めるため、その特性に

鑑み、現在の会計基準上でも一定の特例の取扱いが設けられており、それらに

ついては今後も維持していくべきである。更に今回の改正内容の内、Ⅱ－２に

示した「活動区分別資金収支表」については、施設整備や財務活動の金額や頻

度が多くないと考えられ、区分経理するための負担も大きいことから、作成の

義務づけは行わないこととすべきである。

なお 今回の改正は 平成 27 年 4月から実施することが原則であるが 知事、 、 、

所轄法人については 幼稚園を設置する法人が多く含まれ 幼稚園は平成 27 年、 、

4月から大きな制度変更が予定されていることをも考慮して １年間の猶予期間、

を置き、平成 28年 4 月から実施することとすべきである。

（実務指針及び研修）

学校法人会計基準の改正に伴い、より詳細な取扱いを定める文部科学省の通

知の発出、日本公認会計士協会による実務指針の作成、研修会の実施等、施行

に当たって学校法人の現場の実務が混乱しないような取組がなされることが重

要である。
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Ⅳ おわりに

社会・経済状況が大きく変化する中で、本検討会は、学校法人会計基準がど

うあるべきかについて議論を積み重ね、その成果を本報告書のⅡに示したもの

である。

今回の検討においては、Ⅱに示した論点の他にも、様々な視点から広く論点

が示された。例えば、学校法人会計基準の法的根拠は私立学校振興助成法にあ

るが、財務情報の公開義務は私立学校法に規定されていることから、公開対象

となる財務情報の基準を定めるものとしての位置付けを法制的により明確にす

べきではないかとの意見があった。この点については、私立学校法制に関する

様々な側面を総合的に検討する中で、論点の一つとして検討が求められると考

える。さらに、合併・分離、引当金、外貨建て、図書等に係る在り方について

も検討課題とすべきではないかとの意見、着実に実務に定着できるものとなる

よう慎重な検討を求める意見などもあった。また、今回の検討に関心を寄せて

いただいた多くの方々からも、様々な観点からの御意見が寄せられた。

いずれも、今後、学校法人会計基準を適切に運用し、その更なる充実を図る

上で有意義な視点と考えられるところであり、各関係者の努力により新たな学

校法人会計基準の的確かつ円滑な運用と定着が図られる中で、また、今後の社

会の変化に伴い、学校法人会計基準が更なる発展を遂げていく際に、有益な論

点を提供するものと受け止められる。

学校法人会計基準の在り方については Ⅰ １ に示したように平成 20 年か、 （ ）

ら５年間にわたり、学校法人関係者、公認会計士、会計研究者、財界関係者な

ど各界の有識者の参画を得て慎重に検討が進められてきた。本報告書は、その

長年にわたる検討の成果として、これまで長く学校法人の実務に定着してきた

良さや役割を受け継ぎつつ、新しい時代にふさわしい学校法人会計基準の姿を

明らかにするものである。

今般 本報告書を踏まえた改正が行われた際には 制定以来 40年以上を経た、 、

学校法人会計基準は更なる大きな発展を遂げることとなる。その改正趣旨が、

広くかつ速やかに学校法人を始め社会に定着し効果的に活用されるようになる

ことが重要であり、このため、新しい学校法人会計基準の的確かつ円滑な定着

に向けて、文部科学省等の行政はもとより、各関係者が相互に協力し努力を重

ねていくことが求められる。
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資金収支計算書のイメージ
○現行の資金収支計算書
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学生生徒等納付金収入

手数料収入

寄付金収入

特別寄付金収入

一般寄付収入

補助金収入

資産運用収入

奨学基金運用収入

受取利息・配当金収入

施設設備利用料収入

資産売却収入

不動産売却収入

有券証券売却収入

その他の資産売却収入

事業収入

雑収入

廃品売却収入

借入金等収入

前受金収入

その他の収入

退職給与引当資産からの繰入収入

施設設備引当資産からの繰入収入

減価償却引当資産からの繰入収入

第３号基本金引当資産からの繰入収入

他の引当資産からの繰入収入

前期末未収入金収入

その他のその他収入

資金収入調整勘定

期末未収入金

前期末前受金

前年度繰越支払資金

収入の部合計

人件費支出

教育研究経費支出

管理経費支出

借入金等利息支出

借入金等返済支出

施設関係支出

設備関係支出

資産運用支出

有価証券購入支出

退職給与引当特定資産への繰入支出

施設設備引当資産への繰入支出
減価償却引当資産への繰入支出
他の引当資産への繰入支出

収益事業元入金支出

第３号基本金引当資産への繰入支出

その他の運用支出

その他支出

前期末未払金支出

前払金支払支出

その他のその他支出

資金支出調整勘定

期末未払金

前期末前払金

次年度繰越支払資金

支出の部合計

学生生徒等納付金収入
手数料収入
特別寄付金収入(施設設備指定分除く)
一般寄付金収入
経常費等補助金収入
事業収入
雑収入

教育研究事業活動資金収入計 (1)

人件費支出
教育研究経費支出
管理経費支出

教育研究事業活動資金支出 (2)

差引 (3) = (1) - (2)

調整勘定 (4)
教育研究事業活動資金収支差額 (5) = (3) + (4)

施設設備寄付金収入
施設設備補助金収入
不動産売却収入
第２号基本金引当特定資産取崩収入
(何)引当特定資産取崩収入

施設等整備活動資金収入計 (6)

施設関係支出
設備関係支出
第２号基本金引当特定資産繰入支出
(何)引当特定資産繰入支出

施設等整備活動資金支出計 (7)

差引 (8) = (6) - (7)
調整勘定 (9)

施設等整備活動資金収支差額 (10) = (8) + (9)

　事業活動資金収支差額 (11) = (5) + (10)

借入金等収入
有価証券売却収入
その他資産売却収入
第３号基本金引当特定資産取崩収入
(何)引当特定資産取崩収入
その他の収入

財務活動資金収入計 (12)

借入金等返済支出
有価証券購入支出
第３号基本金引当特定資産繰入支出
(何)引当特定資産への繰入支出
収益事業元入金支出
その他支出

財務活動資金支出計 (13)

差引 (14) = (12) - (13)

受取利息・配当金収入 (15)
借入金等利息支出 (16)
調整勘定 (17)

財務活動資金収支差額 (18) = (14) + (15) - (16) + (17)

支払資金の増減額 (19) = (11) + (18) 

前年度繰越支払資金 (20)
次年度繰越支払資金 (21) = (19) + (20)

財
務
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

収
入

支
出

○活動区分別資金収支表
科　目

教
育
研
究
事
業
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

収
入

支
出

施
設
等
整
備
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

収
入

支
出

○科目修正後の資金収支計算書
区分

学生生徒等納付金収入

手数料収入

寄付金収入

特別寄付金収入

一般寄付収入

補助金収入

資産売却収入

不動産売却収入

有券証券売却収入

その他の資産売却収入

事業収入

受取利息・配当金収入

第３号基本金運用収入

受取利息・配当金収入

雑収入

施設設備利用料収入

廃品売却収入

借入金等収入

前受金収入

その他の収入

第２号基本金引当特定資産取崩収入

第３号基本金引当特定資産取崩収入

他の引当特定資産取崩収入

前期末未収入金収入

その他のその他収入

資金収入調整勘定

期末未収入金

前期末前受金

前年度繰越支払資金

収入の部合計

人件費支出

教育研究経費支出

管理経費支出

借入金等利息支出

借入金等返済支出

施設関係支出

設備関係支出

資産運用支出

有価証券購入支出
第２号基本金引当資産繰入支出
第３号基本金引当資産繰入支出

他の引当資産繰入支出

収益事業元入金支出

その他の運用支出

その他支出

前期末未払金支出

前払金支払支出

その他のその他支出

資金支出調整勘定

期末未払金

前期末前払金

次年度繰越支払資金

支出の部合計



消費収支計算書のイメージ

事
業
で
の
収
支
バ
ラ
ン
ス

経
常
的
な
収
支
バ
ラ
ン
ス

臨
時
的
な
収
支
バ
ラ
ン
ス毎年度の収支バランスを表示

（基本金組入前）
いわゆる帰属収支差額

事
業
外
の

収
支
バ
ラ
ン
ス

最終的な金額は変わらない
→長期の収支バランスを表示（基本金組入後）

○現行の消費収支計算書

区分
学生生徒等納付金
手数料
寄付金
補助金
資産運用収入
資産売却差額
事業収入
雑収入

帰属収入合計
基本金組入額合計

消費収入の部合計
人件費
教育研究経費
管理経費
借入金等利息
資産処分差額
徴収不能引当金繰入額

消費支出の部合計
当年度消費支出超過額
前年度繰越消費支出超過額
翌年度繰越消費支出超過額

学生生徒等納付金

手数料

寄付金

経常費補助金

事業収入

雑収入

教育研究事業収入計 (1)

人件費

教育研究経費

管理経費

徴収不能引当金繰入額

教育研究事業支出計 (2)
教育研究事業収支差額 (3) = (1) - (2)

受取利息・配当金

事業外収入計 (4)

支払利息

事業外支出計 (5)

事業外収支差額 (6) = (4) - (5)

経常収支差額 (7) = (3) + (6)

資産売却差額
その他の特別収入

現物寄付
施設設備寄付金
施設設備補助金
過年度修正額
（何）

特別収入計 (8)

資産処分差額
その他の特別支出

災害損失
過年度修正額
（何）

特別支出計 (9)

特別収支差額 (10) = (8) - (9)

【予備費】　(11) 
基本金組入前当年度収支差額　(12) = (7) + (10) + (11)
基本金組入額 (13)
当年度収支差額 (14) = (12) + (13)

前年度繰越収支差額 (15)

基本金取崩額 (16)

次年度繰越収支差額 (17) = (14) + (15) + (16) 

(注１) 収入計（事業収入＋事業外収入＋特別収入）＝○○○　　　　
(注２) 支出計（事業支出＋事業外支出＋特別支出）＝○○○　　　　

繰越
収支
差額
の部

事
業
外
収
支
の
部

収
入

支
出

特
別
収
支
の
部

収
入

支
出

科 目

○事業活動計算書

経
常
収
支
の
部

教
育
研
究
事
業
収
支
の
部

収
入

支
出



貸借対照表のイメージ

○現行の貸借対照表
区分

資産の部
固定資産

有形固定資産
土地
建物
　：

その他固産資産
施設利用権
収益事業元入金
退職給与引当特定資産
減価償却引当特定資産
施設設備引当特定資産
第３号基本金引当資産
　：

流動資産
現金預金
未収入金
　：

資産の部合計
負債の部
固定負債

長期借入金
学校債
退職給与引当金
　：

流動負債
短期借入金
学校債
未払金
前受金
　：

負債の部合計
基本金の部

第1基本金
第2基本金
第3基本金
第4基本金
基本金の部合計

消費収支差額の部
翌年度繰越消費支出超過額

消費収支差額の部合計
負債の部・基本金の部および消費収支差額の計合計

　資産の部
固定資産

有形固定資産
土地
建物
：

特定資産
第２号基本金引当特定資産
第３号基本金引当特定資産
(何)引当特定資産

その他の固定資産
施設利用権
収益事業元入金
長期貸付金
：

流動資産
現金預金
未収入金
：

資産の部合計

　負債の部
固定負債

長期借入金
学校債
長期未払金
退職給与引当金
：

流動負債
短期借入金
１年以内償還予定学校債
未払金
前受金
：

負債の部合計

純資産の部
基本金

第1号基本金
第2号基本金
第3号基本金
第4号基本金

繰越収支差額
次年度繰越収支差額

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

○変更後の貸借対照表



１－１ 資金収支計算書

１－２ 資金収支内訳表

１－３ 人件費支出内訳表

１－４ 活動区分別資金収支表

２－１ 事業活動計算書

２－２ 事業活動内訳表

３ 貸借対照表

４ 第２号・第３号基本金組入計画表

財務３表等の様式
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様式１－１

（単位：円）

 収  入  の  部
予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)

学生生徒等納付金収入

授業料収入

入学金収入

実験実習料収入

施設設備資金収入

（何）

手数料収入

入学検定料収入

試験料収入

証明手数料収入

（何）

寄付金収入

特別寄付金収入

一般寄付金収入

補助金収入

国庫補助金収入

地方公共団体補助金収入

（何）

資産売却収入

不動産売却収入

有価証券売却収入

（何）

事業収入

補助活動収入

附属事業収入

受託事業収入

収益事業収入

（何）

受取利息・配当金収入

第３号基本金運用収入

受取利息・配当金収入

（何）

雑収入

施設設備利用料収入

廃品売却収入

（何）

借入金等収入

長期借入金収入

短期借入金収入

学校債収入

前受金収入

授業料前受金収入

入学金前受金収入

実験実習料前受金収入

施設設備資金前受金収入

（何）

その他の収入
第２号基本金引当特定資産取崩収入

第３号基本金引当特定資産取崩収入

(何)引当特定資産取崩収入

前期末未収入金収入

貸付金回収収入

預り金受入収入

（何）

資金収入調整勘定

期末未収入金

前期末前受金

（何）

前年度繰越支払資金

収入の部合計

資　金　収　支　計　算　書
　年　月　日から
　年　月　日まで

科　　　　　　　　　目

2／14



様式１－１

 支　出  の  部
予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)

人件費支出

教員人件費支出

職員人件費支出

役員報酬支出

退職金支出

（何）

教育研究経費支出

消耗品費支出

光熱水費支出

旅費交通費支出

奨学費支出

（何）

管理経費支出

消耗品費支出

光熱水費支出

旅費交通費支出

（何）

借入金等利息支出

借入金利息支出

学校債利息支出

借入金等返済支出

借入金返済支出

学校債返済支出

施設関係支出

土地支出

建物支出

構築物支出

建設仮勘定支出

(何)

設備関係支出

教育研究用機器備品支出

管理用機器備品支出

図書支出

車輌支出

ソフトウエア支出

(何)

資産運用支出

有価証券購入支出
第２号基本金引当特定資産繰入支出

第３号基本金引当特定資産繰入支出

(何)引当特定資産繰入支出

収益事業元入金支出

(何)

その他の支出

貸付金支払支出

手形債務支払支出

前期末未払金支払支出

預り金支払支出

前払金支払支出

(何)

【予備費】

資金支出調整勘定

期末未払金

前期末前払金

(何)

次年度繰越支払資金

支出の部合計

科　　　　　　　　　目
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様式１－２

（単位：円）

部門 学校 (何) 研究 (何)

科目 法人
(何)
学部

計 幼稚園 所 病院

学生生徒等納付金収入

授業料収入

入学金収入

実験実習料収入

施設設備資金収入

（何）

手数料収入

入学検定料収入

試験料収入

証明手数料収入

（何）

寄付金収入

特別寄付金収入

一般寄付金収入

補助金収入

国庫補助金収入

地方公共団体補助金収入

（何）

資産売却収入

不動産売却収入

有価証券売却収入

（何）

事業収入

補助活動収入

附属事業収入

受託事業収入

収益事業収入

（何）

受取利息・配当金収入

第３号基本金運用収入

受取利息・配当金収入

（何）

雑収入

施設設備利用料収入

廃品売却収入

（何）

借入金等収入

長期借入金収入

短期借入金収入

学校債収入

（何）

計

資　金　収　支　内　訳　表
年　月　日から
年　月　日まで

収　入　の　部

(何)大学
総額
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様式１－２

（単位：円）

部門 学校 (何) 研究 (何)

科目 法人
(何)
学部

計 幼稚園 所 病院

人件費支出

教員人件費支出

職員人件費支出

役員報酬支出

退職金支出

（何）

教育研究経費支出

消耗品費支出

光熱水費支出

旅費交通費支出

奨学費支出

（何）

管理経費支出

消耗品費支出

光熱水費支出

旅費交通費支出

（何）

借入金等利息支出

借入金利息支出

学校債利息支出

借入金等返済支出

借入金返済支出

学校債返済支出

施設関係支出

土地支出

建物支出

構築物支出

建設仮勘定支出

(何)

設備関係支出

教育研究用機器備品支出

管理用機器備品支出

図書支出

車輌支出

ソフトウエア支出

(何)

計

(何)大学
総額

支　出　の　部
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様式１－３

（単位：円）

部門 学校 (何) 研究 (何)

科目 法人
(何)
学部

計 幼稚園 所 病院

教員人件費支出

本務教員

本俸

期末手当

その他の手当

所定福利費

（何）

兼務教員

職員人件費支出

本務職員

本俸

期末手当

その他の手当

所定福利費

（何）

兼務職員

役員報酬支出

退職金支出

教　員

職　員

   （何）

計

人　件　費　支　出　内　訳　表
年　月　日から
年　月　日まで

支　出　の　部

(何)大学
総額
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様式１－４

（単位：円）

金額
学生生徒等納付金収入
手数料収入
特別寄付金収入(施設設備指定分除く)
一般寄付金収入
経常費等補助金収入
事業収入
雑収入
教育研究事業活動資金収入計 (1)
人件費支出
教育研究経費支出
管理経費支出
教育研究事業活動資金支出 (2)
差引 (3) = (1) - (2)
調整勘定 (4)

教育研究事業活動資金収支差額 (5) = (3) + (4)
施設設備寄付金収入
施設設備補助金収入
不動産売却収入
第２号基本金引当特定資産取崩収入
(何)引当特定資産取崩収入
施設等整備活動資金収入計 (6)
施設関係支出
設備関係支出
第２号基本金引当特定資産繰入支出
(何)引当特定資産繰入支出
施設等整備活動資金支出計 (7)
差引 (8) = (6) - (7)
調整勘定 (9)

施設等整備活動資金収支差額 (10) = (8) + (9)
　事業活動資金収支差額 (11) = (5) + (10)

借入金等収入
有価証券売却収入
その他資産売却収入
第３号基本金引当特定資産取崩収入
(何)引当特定資産取崩収入
その他の収入
財務活動資金収入計 (12)
借入金等返済支出
有価証券購入支出
第３号基本金引当特定資産繰入支出
(何)引当特定資産繰入支出
収益事業元入金支出
その他支出
財務活動資金支出計 (13)
差引 (14) = (12) - (13)
受取利息・配当金収入 (15)
借入金等利息支出 (16)
調整勘定 (17)

財務活動資金収支差額 (18) = (14) + (15) - (16) + (17)
支払資金の増減額 (19) = (11) + (18) 
前年度繰越支払資金 (20)
次年度繰越支払資金 (21) = (19) + (20)

財
務
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

収
入

支
出

活　動　区　分　別　資　金　収　支　表
年　月　日から
年　月　日まで

科　目
教
育
研
究
事
業
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

収
入

支
出

施
設
等
整
備
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

収
入

支
出
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様式２－１

（単位：円）

予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)

学生生徒等納付金

授業料

入学金

実験実習料

施設設備資金

（何）

手数料

入学検定料

試験料

証明手数料

（何）

寄付金

特別寄付金(施設設備指定分除く)

一般寄付金

経常費補助金

国庫補助金

地方公共団体補助金

（何）

事業収入

補助活動収入

附属事業収入

受託事業収入

収益事業収入

（何）

雑収入

施設設備利用料収入

廃品売却収入

（何）

教育研究事業収入計 (1)

人件費

教員人件費

職員人件費

役員報酬

退職給与引当金繰入額（又は退職金）

（何）

教育研究経費

消耗品費

光熱水費

旅費交通費

奨学費

減価償却額

（何）

管理経費

消耗品費

光熱水費

旅費交通費

減価償却額

（何）

徴収不能引当金繰入額

教育研究事業支出計 (2)

教育研究事業収支差額 (3) = (1) - (2)

事　業　活　動　計　算　書
年　　月　　日から
年　　月　　日まで

科 目

経
常
収
支
の
部

教
育
研
究
事
業
収
支
の
部

収
入

支
出
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様式２－１

受取利息・配当金

第３号基本金運用収入

受取利息・配当金

事業外収入計 (4)

支払利息

借入金利息

学校債利息

事業外支出計 (5)

事業外収支差額 (6) = (4) - (5)

経常収支差額 (7) = (3) + (6)

資産売却差額

（何）

その他の特別収入

現物寄付

施設設備寄付金

施設設備補助金

過年度修正額

（何）

特別収入計 (8)

資産処分差額

（何）

その他の特別支出

災害損失

過年度修正額

（何）

特別支出計 (9)

特別収支差額 (10) = (8) - (9)

【予備費】　(11) 

基本金組入前当年度収支差額　(12) = (7) + (10) - (11)

基本金組入額 (13)

当年度収支差額 (14) = (12) + (13)

前年度繰越収支差額 (15)

基本金取崩額 (16)

次年度繰越収支差額 (17) = (14) + (15) + (16)

  (注) 収入計(18) = (1) + (4) + (8)

支出計(19) = (2) + (5) + (9)

差引額(20) = (18) - (19)

特
別
収
支
の
部

収
入

支
出

繰越
収支
差額
の部

事
業
外
収
支
の
部

収
入

支
出
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様式２－２

（単位：円）

学校 (何) (何) 研究 (何)

法人 大学 幼稚園 所 病院

学生生徒等納付金

授業料

入学金

実験実習料

施設設備資金

（何）

手数料

入学検定料

試験料

証明手数料

（何）

寄付金

特別寄付金(施設設備指定分除く)

一般寄付金

経常費補助金

国庫補助金

地方公共団体補助金

（何）

事業収入

補助活動収入

附属事業収入

受託事業収入

収益事業収入

（何）

雑収入

施設設備利用料収入

廃品売却収入

（何）

教育研究事業収入計 (1)

人件費

教員人件費

職員人件費

役員報酬

退職給与引当金繰入額（又は退職金）

（何）

教育研究経費

消耗品費

光熱水費

旅費交通費

奨学費

減価償却額

（何）

管理経費

消耗品費

光熱水費

旅費交通費

減価償却額

（何）

徴収不能引当金繰入額

教育研究事業支出計 (2)

教育研究事業収支差額 (3) = (1) - (2)

事　業　活　動　内　訳　表
年　　月　　日から
年　　月　　日まで

部　門　
総額

　科 目

経
常
収
支
の
部

教
育
研
究
事
業
収
支
の
部

収
入

支
出
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様式２－２

受取利息・配当金

第３号基本金運用収入

受取利息・配当金

事業外収入計 (4)

支払利息

借入金利息

学校債利息

事業外支出計 (5)

事業外収支差額 (6) = (4) - (5)

経常収支差額 (7) = (3) + (6)

資産売却差額

（何）

その他の特別収入

現物寄付

施設設備寄付金

施設設備補助金

過年度修正額

（何）

特別収入計 (8)

資産処分差額

（何）

その他の特別支出

災害損失

過年度修正額

（何）

特別支出計 (9)

特別収支差額 (10) = (8) - (9)

基本金組入前当年度収支差額　(11) = (7) + (10)

基本金組入額 (12)

当年度収支差額 (13) = (11) + (12)

 （注） 収入計(15) = (1) + (4) + (8)

支出計(16) = (2) + (5) + (9)

差引額(17) = (15) - (16) 

支
出

特
別
収
支
の
部

収
入

支
出

事
業
外
収
支
の
部

収
入
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様式３

（単位　円）
　資産の部

本年度末 前年度末 増減
固定資産

有形固定資産
土地
建物
構築物
教育研究用機器備品
管理用機器備品
図書
車両
建設仮勘定
(何)

特定資産
第２号基本金引当特定資産
第３号基本金引当特定資産
(何)引当特定資産

その他の固定資産
借地権
電話加入権
施設利用権
ソフトウエア
有価証券
収益事業元入金
長期貸付金
(何)

流動資産
現金預金
未収入金
貯蔵品
短期貸付金
有価証券
(何)

資産の部合計
　負債の部

本年度末 前年度末 増減
固定負債

長期借入金
学校債
長期未払金
退職給与引当金
(何)

流動負債
短期借入金
１年以内償還予定学校債
手形債務
未払金
前受金
預り金
(何)

負債の部合計

純資産の部
本年度末 前年度末 増減

基本金
第1号基本金
第2号基本金
第3号基本金
第4号基本金

繰越収支差額
次年度繰越収支差額

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

貸　借　対　照　表
年　月　日

科目

科目

科目
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様式４

第２号基本金の組入れに係る計画表（集計）
                                                                           　　　  （単位　円）　

番号 計画の名称 取得予定年度 所要見込総額 組入計画年度 組入予定額計 組入額計

第２号基本金の組入れに係る計画表（明細）

番号：１  （単位　円）　

計画の名称

 固定資産の取得 決定機関 当初決定の年月日 変更決定の年月日 摘　　　　　　要

 計画及び基本金

 組入計画の決定

 機関及び決定年

 月日

 第２号基本金か

 固定資産の取得 取得予定年度 取得年度 取得額  ら第１号基本金 摘要

 計画及びその実  への振替額
 行状況

 計  計

 組入計画年度 組入予定額 組入額  摘        要

 状

　計  計  第２号基本金当期末残高

（注）１．取得予定固定資産の所要見込総額を、当該概要の欄に記載する。

　　　２．組入予定額及び組入額は、組入計画年度ごとに記載する。

計

取得予定固定資産
            (種類)

 基本金組入計画
 及びその実行状
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第３号基本金の組入れに係る計画表（集計）
                                                                           　　　  （単位　円）　

番号 基金の名称 組入予定年度 組入予定額計 組入額計 基金の運用果実 基金の期末額

第３号基本金の組入れに係る計画表（明細）

番号：１  （単位　円）　

基金の名称

（目的）

 基金の設定計画 決定機関 当初決定の年月日 変更決定の年月日 摘　　　　　　要

 及び基本金組入

計画の決定機関

 及び決定年月日

 基金を運用して

 行う事業

 組入目標額

 組入計画年度  組入予定額  組入額 摘　　　　　　要

 状

　計  計

（注）１．この計画表は、組入額が組入目標額に達するまでの間、作成する。

　　　　ただし、昭和63年度においては、第３号基本金の当期末残高に含まれるものについて作成

　　　　する。

　　　２．組入予定額及び組入額は、組入計画年度ごとに記載する。

第３号基本金の組入れに係る計画表（明細）

 （単位　円）　

番号 基金の名称 当初決定の年月日 基金の期首額 基金の期末額 摘要

2

（注）　この計画表は、当年度の基本金組入額が、基金の運用果実の事業使用残額又は学校法人の

　　　募集によらない特別寄付金の額のみである場合に、様式第２に代えて作成することができる。

　　　（ただし、当該基金の設定後初めて作成するときを除く。）。

計

 基本金組入計画
 及びその実行状

   運用果実の
  事業使用残額

  特別寄付金
  の額
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学校法人会計基準の在り方に関する検討会について 

 

平成24年８月７日 

高等教育局長決定 
 

１．目的 

学校法人をとりまく経営環境が大きく変化する中、公教育を担う学校法人の経営状

況に関して、社会に対する説明責任が一層求められている。また、近年、世界的な会

計の動向から、諸会計基準において様々な見直しが行われているところである。 

このような状況に鑑み、私立学校の特性を踏まえ私立学校の振興に資するよう、一

般に分かりやすく、かつ経営者の適切な経営判断に資する計算書類とすることを目的

に、学校法人会計基準の在り方について有識者による検討を行う。 

 

２．実施時期 

この検討会の時期は平成２４年８月から平成２５年３月までとする。 

 

３．庶務 

     この検討会に関する庶務は、高等教育局私学部参事官において行う。 

 

 

附則 

   この規程は、平成２５年１月１日から施行する。 

 



   

学校法人会計基準の在り方に関する検討会 

委員 

 

大橋
おおはし

 英五
ひでいつ

  立教大学名誉教授 

片山
かたやま

  覚
さとる

  早稲田大学商学学術院教授 

工藤
く ど う

 誠一
せいいち

  聖マリア学園理事長 

桑田
く わ た

 佳雄
よ し お

  東京電機大学経理部長 

佐野
さ の

 慶子
け い こ

  公認会計士 

鈴木
す ず き

  茂
しげる

  株式会社ＫＨＤｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ特別顧問 

高橋
たかはし

 克典
かつのり

  公認会計士 

徳田
と く だ

  守
まもる

  金沢工業大学常任理事 

村山
むらやま

 十五
と う ご

  学校法人村山学園理事長 

森本
もりもと

 晴生
は る お

  学校法人新渡戸文化学園学園長 

渡辺
わたなべ

 善子
よ し こ

  日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ株式会社顧問 

 

 

（五十音順、敬称略、平成２４年８月７日現在） 



   

学校法人会計基準の在り方に関する検討会 

審議経過 

 

第１回   平成２４年８月２８日 

○ 自由討論 

 

第２回   平成２４年９月２４日 

○ 財務三表の体系について意見交換 

 

第３回   平成２４年１０月１８日 

○ 財務三表の体系について意見交換 

 

第４回   平成２４年１１月７日 

○ 財務三表の体系とその他の論点について意見交換 

 

第５回   平成２４年１１月２９日 

○ 財務三表の体系とその他の論点について意見交換 

 

第６回   平成２４年１２月６日 

○ 財務三表の体系とその他の論点について意見交換 

 

第７回   平成２４年１２月２０日 

○ 報告書素案について意見交換 

 

第８回   平成２５年１月２４日 

○ 報告書案について意見交換 
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